
令和７年度　第３回志木市スポーツ推進審議会　会議録 

令和８年３月２５日 

 
開 閉 日 時

令和８年３月２５日（水）　　１６時　　　　　開会 

　　　　　　　　　　　　　　１７時　　　　　閉会

 

開 催 場 所
志木市役所　中会議室２－１、２－２ 

 

出 席 委 員

木下　和夫　　上原　京子　　飯田　路佳　　佐々木　宰 

星野　賢　　石亀　晃　　　　 

（計６人）

 

欠 席 委 員
金子　裕佑　島村　直人　志村　智　高橋　良和 

　　　　　　　　　　　　　　　（計４人）

 
来　　　賓 なし

 
説明及び 

出席職員氏名
土崎課長　　間舩主査　　新井主任　　　　　　　　　　（計３人）　　

 
傍　聴　人 なし

 

議 題

議事 
（１）部活動の地域展開について 
（２）令和８年度スポーツ施策について 

（３）秋ケ瀬スポーツセンター等再整備について 
（４）その他 
　　　新複合施設について

 
審議内容（審議経過、結論等）



 １　開　　会 

 

２　任命状交付式 

 

３　あいさつ 

 

４　議　　事 

（１）部活動の地域展開について 
　　　　今後の学校部活動及び地域クラブについて、バスケットボール、野球、剣道、 
　　　ソフトテニス、サッカーの５種目の地域クラブを試行する予定である。なお、 
　　　各種目の進め方については以下のとおり。 
 
　　　バスケットボール【平日・休日を地域クラブへ展開（チーム選択）】 
　　　　・令和８年４月から地域クラブを発足し、平日及び休日に活動する。 
　　　　・令和８年６月の学校総合体育大会後に休日の活動は終了となる。 
　　　野球【休日を地域クラブへ展開】 
　　　　・令和８年４月から隔週で実施される地域クラブに参加することとなる。 
　　　　・令和８年６月の学校総合体育大会後に学校部活動は終了となる（平日は 
　　　　　自主練習）。 
　　　　・令和８年７月から正式に地域クラブを発足し、休日に活動する。 
　　　剣道【平日・休日を地域クラブへ展開】 
　　　　・令和８年４月から休日の地域クラブの活動に参加することができる。 
　　　　・令和８年６月の学校総合体育大会後に学校部活動の休日の活動は終了とな 
　　　　　る。 
　　　　・令和８年７月から平日および休日ともに地域クラブ中心の活動としていく。 
　　　ソフトテニス【休日の学校部活動を支援】 
　　　　・令和８年６月の学校総合体育大会後に学校部活動の休日の活動は隔週とな 
　　　　　る。 
　　　　・令和８年７月から隔週で実施される地域クラブの活動に参加することがで

　　　　　きる。 
　　　　・令和９年６月の学校総合体育大会後に学校部活動の休日の活動は終了とな 
　　　　　る。 
　　　サッカー【休日の学校部活動を支援】 
　　　　・令和８年７月から毎月実施される地域クラブの活動に参加することができ 
　　　　　る。 
　　　　・令和９年６月の学校総合体育大会後に学校部活動の休日の活動は終了とな 
　　　　　る。 
　　　　 これを踏まえて皆さんのご意見を伺いたい。 
 



 　　　　 
委　員）種目ごとに、現在と今後を簡潔なイメージ図にする等、今後活動の機会が減 

ってしまう印象を持たれないようにする必要がある。また、結果を重視する 
のか、楽しむことが主目的なのかなど、活動の方針が分かるようになれば保 
護者・生徒目線からも選択しやすくなると思う。 

事務局）イメージ図については検討したい。また、種目ごとに地域クラブは必ずしも 
　　　　１チームである必要はないので、将来的に地域クラブが増えてきた際には、 

クラブごとの活動方針を示すことができればと考えているが、そのためには 
指導者の確保を継続的に進めていかなければならない。 

委　員）保護者の意見が反映される機会も設けた方がよい。 
事務局）試行期間を通じて検討したい。 
委　員）大会の在り方等、不明確な部分も多々あるが、部活動の地域展開については 
　　　　やってみないと分からないことが多いので、今後も前向きに実施できるよう 
　　　　な方策を検討してもらいたい。 
事務局）承知した。 
委　員）バスケットボールの指導者は１人か。 
事務局）現時点では１人である。指導者の確保は今後の課題であるので、引き続き進 
　　　　めていきたい。 
委　員）部活動と地域クラブの指導者で、いかにコミュニケーションをとって進めて 
　　　　いくかが非常に重要である。学校ごとに活動内容も異なることも踏まえ、全 
　　　　ての種目において、学校単位での状況把握ができるとよい。 
事務局）学校ごとの状況把握は完全にはできていない状況であるが、試行期間を通じ 
　　　　て把握していければと考えている。 
 
（２）令和８年度スポーツ施策について 
　　　　第３期志木市スポーツ推進計画の基本施策１「ライフスタイルに応じたスポ 
　　　－ツ習慣・健康づくりの機会の充実」に基づき、令和８年度は以下の施策を展 
　　　開する予定である。 
 
　　　２０歳以上のスポーツ推進 
　　　　・簡易照明設備貸出の本格実施 
　　　子どものスポーツ推進 
　　　　・チャレンジスポーツ推進事業（ＢＭＸ） 
　　　障がい者のスポーツ推進 
　　　　・ニュースポーツ等体験事業 
　　　高齢者のスポーツ推進 
　　　　・志木市スポーツ推進委員による出前スポーツ教室 
 
（３）秋ケ瀬スポーツセンター等再整備について 

　　　　令和７年度一杯で解体工事は完了した。来年度以降は、令和９年９月オープ 



 　　　ンに向けて、本格的に新築工事を実施する予定である。 

 

（４）その他（新複合施設について） 

　　　　施工事業者が決定した。 

 

４　閉　　会


